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株式会社ホワイトローズインターナショナル概要
§ 登録支援機関認可:出入国在留管理庁24登−010944

§ 名古屋出入国在留管理局長認可・在留資格申請取次者資格

§ 協同組合（監理団体等）外部監査資格・監理責任者番号

§ （005-00520082423101-023）

§ 公益財団法人 岐阜県経済産業振興センター（経済産業省パート

ナー機関）

中小企業支援アドバイザー

§ ライオンズクラブ国際協会 大垣東ライオンズクラブYCE委員

職業資格者及びスタッフ

§ 名古屋出入国在留管理局長認可・在留資格申請取次者
資格２名

§ 国際結婚相談アドバイザー3名

§ 支援責任者1名・支援担当者5名

§ 補助職員２名



業務

海外人材とのマッチングを円滑に行います

特に優秀な人材を企業様にと考えています。

特定技能1号の円滑な支援を目指します。

国際結婚サポートの株式会社ホワイトローズイン
ターナショナルのさくら国際結婚事業部では、現
在の日本の外国人受入政策をふまえ成婚率は98%

在日する外国人の多様化にスピーディーに在留資
格の変更や更新を行なっていきます。

専門家業務



日本国内出入国在留管理局在留資格申請取次

登録支援機関業務

「特定技能制度」は中小企業、零細事業者をはじめとした深刻化する日本の労働力、人手不足を解消
する為人材を確保しないと困難な、建築業を始め生産が困難な事業者の国内人材確保のため、産業
分野である一定のの専門性や技能を持った即戦力となる外国人を受け入れる為の制度です。

例えば、技能実習生3年を修了し帰国している修了生を呼び寄せて「特定技能」で雇用する等の方法も
取られて居ます、専門的な在留資格に関しては完璧な入管法に基づいた、中小企業や零細事業の皆
様に負担のかからないサポートを行います。

名古屋出入国在留管理局認可 申請取次 大下晃・西原沙貴



業務範囲

申請等取次者業務

申請等取次者の認定を受けているので以下の業務を外国人の代わりに行っています

在留資格認定証明書交付申請

資格外活動許可申請

在留カードの住居地以外の記載事項変更届出

在留カードの有効期間更新申請

在留カードの紛失等再交付申請

在留カード汚損等再交付申請

在留カードの交換希望による再交付申請

在留カードの再交付申請命令による再交付申請在留資格変更許可申請

在留期間更新許可申請

在留資格の変更による永住許可申請

在留資格取得許可申請

在留資格の取得による永住許可申請

再入国許可申請

就労資格証明書交付申請

申請内容の変更申出

在留カードの受領

申請取次者





事業内容

海外人材 登録支援機関 支援対象国
中国・ベトナ
ム・カンボジ
ア・ミャンマー



事業スローガン

事業は顧客と
の対価交換の
場である。

事業は、顧客
の夢を追求さ
せる場所であ

る。

事業は、無理・
無駄・浪費を
行わない企業
が勝つ。

事業は、足元
を見て確実に
一歩一歩前進
する様に心が
ける。

人材は一人一
人は己の能力
を見極める。

株式会社

ホワイトローズインターナショナル



組織

国際交流部・支援部・支援課・海外人材課・申請取次課・通訳課

国際交流部

営業所：東京都・千葉県・関西

・支援部長：水谷曙子（支援責任者）

・支援部・海外人材課：楊健（課長・支援担当者）大下蒼（取締役・支援担当者）

・国際交流部：渉外課：服部蔦代

・申請取次課：西原沙貴（課長）在留資格関係申請取次者（受-162024801180） 大下晃（受-162024801179）

資格：職業紹介責任者・食品衛生責任者（食品衛生業務指導）

・東京本部：東京本部本部長・齋藤慎也

・千葉県営業所：高森朗依志（所長・支援担当者）

・顧問：三浦剛（最高顧問）

通訳課

言語：中国語：水谷曙子・大下蒼 資格：日本語検定N1/N2

ミャンマー語：KHAING PANN AUNG（ミャンマー人）資格：日本文科省エステティック衛生専門課程・専門士

ベトナム語：NGUYEN PHUONG THANH（ベトナム人）資格：N2

カンボジア語：NOK CHAMNAN（カンボジア人）



外国人人材紹介サービス（まとめ）
近年の少子高齢化により、日本の労働者人口は1990年をピークに減少を続け、今後も増加の見込みは無いと言わ
れています。この減少を打開するため、政府は外国人受け入れのための様々な施策を行なっています。外国人採用
を検討する企業も増えていますが、採用基準や就労ビザの申請手続きなど、多くの課題があります。

株式会社ホワイトローズインターナショナルは、企業様の用途に合わせた人材開発サービスを構築し、即戦力のある
海外人材を提供しています。これにより、企業は効果的に人材不足を解消し、競争力を高めることが可能になります。
人材会社の特色の有利な点と不利な点
有料人材紹介業
有料人材紹介業では初期投資が大きく、終了時に年収の30％程度の謝礼が請求されます。大手企業にとって問題
は少ないですが、中小企業にとっては負担が大きいことがあります。
人材派遣会社

人材派遣会社の社員は、採用した会社の社員ではなく、他社の社員を派遣する形をとります。労務費は高くなりがち
で、中小企業にとっては不向きな場合もあります。
登録支援機関

登録支援機関は法務省・出入国在留管理庁による制度で、中小企業に適しています。この制度を利用することで、外
国人材をスムーズに雇用することが可能です。

株式会社ホワイトローズインターナショナルでは、この制度を活用し、外国人人材紹介や海外人材採用をサポートして
おります。人材不足に悩む企業様にとって、最適なソリューションをご提供いたします。
•海外労働者の豊富なデータベース
•外国人人材紹介の専門知識
•海外人材採用の手続きサポート
•従業員集めの効率化
•求人広告活用法（効果なし）






